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郡市医師会保険担当理事協議会

と　き　　平成 17 年 5 月 19 日 ( 木 )

ところ　　県医師会館

報告：常任理事　西村　公一
理　　事　萬　　忠雄・加藤欣士郎・湧田　幸雄

会長挨拶（藤原会長）
　本日はご多用の中、ご出席いただきありがとう

ございます。

　さて、来年の診療報酬改定ですが、まだ改定率

も分らない状況では、どういう内容の改定になる

のか定かではありません。前回が±0改定であり、

次の改定の布石をうった診療報酬改定と位置付け

ているようですので、これまでの改定と一味違っ

た改定となるのではという思いもあり、聊か気が

もめるところであります。

　しかし、前年同様の± 0 改定、あるいはマイ

ナス改定では、まず改革の名に値することは何も

できないはずですが、厚労省幹部等のこれまでの

発言を見聞きした範囲では、18 年度改定は介護

報酬との同時改定ということもあり、介護報酬の

境界領域となっている療養病床、在宅医療、ター

ミナルケア、訪問看護等を一挙に整理するといっ

ておりますので、一応このあたりは一つの大きな

ポイントだと思います。

　また、われわれからみて特に関心のあるのは、

日医の診療報酬検討委員会で 4 つの柱の一つに

据えている、①物と技術の分離ということですが、

これからこの委員会で日医としての意見を集約

していくところです。この「物と技術の分離」は

古くて新しい課題です。平成 15 年 3 月に閣議決

定した改革の基本方針の中の「診療報酬体系につ

いて」をみますと、「医療技術の適正な評価 ( ド

クターフィー的要素 ) 、医療機関のコストや機

能等を適切に反映した総合的な評価 ( ホスピタル

フィー的要素 )( 後一つ：患者の視点の重視 ) を見

直しでの基本的考え方としており、このあたりを

どの程度切り込んで意見が集約できるかだと思っ

ています。医師の技術力評価は医師の差別化につ

ながる可能性もありますが、これまでの護送船団

方式でいくこともかなり限界に近いところでもあ

ります。その他、この委員会の柱として②医療技

術の適正評価③現在の診療報酬の不合理点・矛盾

点の是正④国民に分り易い診療報酬体系の確立を

掲げているところです。

　診療報酬に関してはいろいろ論点があり、きり
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がありませんが、先日の県代議員会の運営委員会

で質問があった社会保険医療担当者保険指導医に

ついて触れておきます。

　既に各郡市にはご連絡申し上げていますが、今

回、山口社会保険事務局が「今年度より医師会役

員の保険指導医は認めない。」という強い方針を

打ち出しました。この当局の決定は決して唐突な

ことではなく、これまで中央の指示で、段階的に

削減され、今回 1 人も認めないということになっ

た訳です。この通知を受けて、山口県医師会では

今後、保険指導医の推薦はせず、指導の立会いに

のみ関与することとしました。ただ、指導形態・

内容についてはこれまでと変化はなく、保険指導

医も保険審査委員を中心に選任されることになっ

ています。しかし、実施に当たって指導現場では

諸問題が起る可能性もあり、その場合、必ず県医

師会にご意見をお願いいたします。

　本日は 22 題の事前のご意見、ご要望をいただ

いています。積極的な意見交換を期待してご挨拶

といたします。

＝議事＝
1　平成 16 年度山口県社会保険医療担当者指導
実施状況について

　平成 16 年度個別指導は、診療所 46 、病院 5

の合計 51 医療機関に対して実施され、新規指定

等医療機関に対する集団・個別指導は、診療所

33 、病院 4 の合計 37 医療機関に対して実施さ

れた。

　集団指導は保険医療機関コードの末尾 1 桁が

偶数の医療機関を対象とし、講演・講習方式で実

施された。指導を受けたものは合計 541 医療機

関で、指導対象医療機関の 85.3％と極めて良好

な出席率であった。

2　平成 17 年度山口県社会保険医療担当者指導
計画について

目的
　保険医療機関及び保険医に対し、「保険医療機

関及び保険医療養担当規則」等に定める保険診療

の取扱い、診療報酬等に関する事項について指導

を行い、保険診療の質的向上及び適正化を図るこ

とを目的とする。

指導形態
(1) 集団指導
　保険診療の取扱い、診療報酬請求事務、診療報

酬の改定内容、過去の指導事例等について講習、

講演等の方式により行う。

(2) 個別指導
　連続した 2 か月のレセプトに基づき、診療録

その他の関係書類を閲覧し、個別に面接懇談方式

により行う。

指導対象保険医療機関の選定
(1) 集団指導
①平成 15 年度、平成 16 年度に実施した集団指

導に出席していない保険医療機関

②勤務医（病院）

③大学病院

④新規指定保険医療機関　　

(2) 個別指導
　次の①から⑩に該当する場合は、「山口県指導

対象保険医療機関等選定委員会」において選定す

る。ただし、②のうち再指導については、「山口

県指導対象保険医療機関等選定委員会」に報告と

する。

①支払基金等、保険者、被保険者等から診療

内容又は診療報酬の請求に関する情報に基づ

き、個別指導が必要と認められた保険医療機

関

②個別指導の結果、「再指導」であった保険医

療機関又は「経過観察」であって、改善が認

められない保険医療機関

③監査の結果、戒告又は注意を受けた保険医療

機関

④医療監視の結果、問題があった保険医療機関

⑤検察又は警察からの情報により、指導の必要

性が生じた保険医療機関

⑥他の保険医療機関等の個別指導又は監査に関

連して、指導の必要性が生じた保険医療機関

⑦会計検査院の実地検査の結果、指導の必要性

が生じた保険医療機関

⑧一件当たりの点数が高い保険医療機関
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⑨その他特に個別指導が必要と認められた保険

医療機関

⑩新規指定保険医療機関

指導日程
(1) 集団指導

平成 17 年 10 月 23 日（日）新規指定保険医

療機関（山口市）

平成 18 年　1 月 26 日（木）山口市

平成 18 年　2 月　9 日（木）　〃

日時未定　　　　　　　　　大学病院

(2) 個別指導　　　　　　　　　　
平成 17 年　8 月　4 日（木）場所未定

平成 17 年　8 月 11 日（木）　　〃

平成 17 年　9 月　1 日（木）　　〃

平成 17 年　9 月 15 日（木）　　〃

平成 17 年　9 月 22 日（木）　　〃

平成 17 年　9 月 29 日（木）　　〃

平成 17 年 10 月　6 日（木）　　〃

平成 17 年 10 月 13 日（木）　　〃

平成 17 年 10 月 23 日（日）新規指定保険医

療機関（山口市）

3　平成 17 年度生活保護法に基づく指定医療機
関の個別指導計画について

目的
　指定医療機関に関する指導は、被保護者の処遇

の向上と自立助長に資するため、法による医療の

給付が適正に行われるよう制度の趣旨、医療扶助

に関する事務取扱等の周知徹底を図ることを目的

とする。

対象
(1) 次の区分により、それぞれ選定することとし、
1つの福祉事務所において対象となる医療機関が
複数ある場合は、4医療機関までとする。　

①精神病院

基本的に 3 年に 1 回の周期で実施する。

②一般病院、診療所

次のア～ウの手順で選定する。

ア　各福祉事務所で委託患者数が多い医療

機関を抽出する。

イ　アの中から、県厚政課で次のとおり抽

出する。

（ア）一般病院…委託患者が概ね月平均

20 人以上いる病院

（イ）診  療  所…委託患者が概ね月平均

10 人以上いる診療所

ウ　イの中で過去 10 年間において個別指導

の対象となった医療機関を除外する。

(2)　上記の基準のほか、特に福祉事務所から個
別指導の要望があった医療機関を選定する。

平成 17年度対象予定医療機関
　20 医療機関とする。

個別指導の内容
　個別指導は、被保護者の処遇が効果的に行われ

るよう、福祉事務所と指定医療機関相互の協力体

制を確保することを主眼として、被保護者の医療

給付に関する事務及び診療状況等について診療録

その他の帳簿書類等を閲覧し、懇談指導を行うも

のとする。

4　平成 16 年度第 2回保険委員会の報告
　2 月 10 日開催。平成 16 年度保険指導の結果

及び問題点等について協議。

　個別指導の指摘事項として、①診療録の記載等

にかかる事項、②診療内容にかかる事項、③診療

報酬請求関係にかかる事項、④その他に区分。指

導内容、問題点や指摘事項等を報告し検討した。

5　平成 16 年度第 2回社保・国保審査委員連絡
員会の報告

　3 月 3 日開催。詳細については、県医師会報 3

月号・1736 号に掲載。

6　医療保険関係団体九者連絡協議会の報告
　3 月 24 日山口県国民健康保険団体連合会の担

当で開催された。

　山口社会保険事務局、山口県健康福祉部国保医

療指導室、山口県健康福祉部高齢保健福祉課介護

保険室、山口県医師会、山口県歯科医師会、山口

県薬剤師会、健康保険組合山口連合会、山口県社
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会保険診療報酬支払基金、山口県国民健康保険団

体連合会の九者で構成され、医療及び介護保険関

係についての話題提供や情報の共有を行い、さら

に諸問題についての協議を行う目的で毎年開催さ

れている。

　最初に各団体の代表が、それぞれの現状や懸案

事項について報告した。山口県医師会からは藤原

会長が、昨年秋の混合診療反対運動についての理

由と、医師会を中心とした国民医療推進協議会が

約 600 万の反対署名を集め、混合診療全面解禁

阻止に至った経緯を説明した。また政府が行おう

としている三位一体改革については、地方にとっ

て特に医療界にとって重要な課題になると考え

る。この改革により県、市町村の裁量権は拡大

し国保、政管健保の県単位の運営が求められてく

る。これに対応して各団体の協議会で疾病予防を

含めた医療費の効率的活用が議論されてくると思

うが、これについては医師会としても、県民の視

点に立って積極的に取り組まなければならない課

題だと思うと述べた。

〔協議事項〕
　山口県医師会より 2 題の協議題を提出した。

(1) 外用薬の使用部位の処方箋への記載について
　国保において、処方箋に記載されている外用薬

の使用部位が、医療機関からのレセプトの傷病名

と一致しないという理由で薬剤料が査定されたこ

とが問題となった。これについては昨年 9 月の

国保審査運営委員会で「当分の間、査定の取扱い

とはしない」とされたが、このことを確認した。

(2) 資格喪失後の受診の是正について
　資格関係の誤りについては医療機関も留意して

いるが、資格喪失については把握できないことが

ある。保険証の回収遅れ、社保の任意継続への変

更については保険者に責任があり、保険者間で調

整できることなのでお願いしたいとの提案を行っ

た。

　「保険者には資格喪失後の速やかな保険証の回

収を、被保険者には速やかな返還をお願いし教育

しているつもりだが、未だ徹底していないところ

があり今後も努力したい。保険者間の調整は現在

のところ出来かねるので理解願うとともに、医療

機関の御協力をお願いしたい。」との回答であっ

た。

7　会計検査院実地検査に係る確認調査について
　本年 1 月から 3 月にかけて山口県の 29 の医療

機関に対して、会計検査院の指摘に基づく確認調

査が実施された。この件については既に県医師会

報 3 月号に中間報告をしているので、まずはこ

れを参照していただきたい。

　会計検査院はほぼ 2 年に 1 回、山口県に立ち

入り検査を実施する。今年度は昨年 11 月末から

12 月初めに検査があり、医科 29 医療機関の疑

義を指摘し、県は確認調査を実施したうえで、結

果を会計検査院に報告することとなった。そのた

め、本年になり社会保険事務局と国保医療指導室

が分担して 29 医療機関に確認 ( 立ち入り ) 調査

を行ったものである。調査では疑義を指摘し、自

主点検のうえ、自主返還 (2 年分 ) を求めている。

　今回の確認調査で指摘された疑義の内容は次の

とおりである。

・在宅患者訪問看護料の要介護者の医療保険での

請求 ７件

・在宅患者訪問リハビリ料の要介護者の医療保険

での請求 １件

・特養の配置医師の初診・再診料の算定 ７件

・特養入所者の指導料の算定 １件

・特養入所者の点滴手技料の算定 １件

・特養入所者の検査の疑義 １件

・特養入所者の処方せんの発行回数 １件

・ペースメーカーの施設基準 １件

・療養環境加算の届出不備 １件

・緊急入院加算の届出不備 １件

・胸部レ線、心電図検査の回数 １件

・歯科訪問診療時の障害者加算の算定回数     2 件

　内容をみると在宅医療関係が多いことが分か

る。確認調査はこれまでも実施されてきたが、あ

まり問題は提起されなかった。今回は多くの会員

から本調査について問い合わせが県医師会にあっ

たが、これは疑義に在宅関連が多く、また、調査

対象に診療所が多くなったことによると考えられ

る。

　会員からの提起を受けて県医師会は、会員への
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情報提供と立合を行った。今後も調査対象となる

医療機関の会員の疑問や不安をできるだけ軽減で

きるように、情報収集と会員への情報提供をして

いきたい。

8　郡市医師会からの意見及び要望
No.1　薬剤に対する傷病名の記載漏れについて
　長期処方が一般化した現在、傷病名の記載漏れ

については即査定するのではなく、医療機関に返

戻・照会を行うようにしてほしい。一般の商行為

では請求書の不備が理由で請求権が無くなること

はあり得ない（法律的にも無理があるのではない

か ?）。

　また、再審査の結果には、詳しい理由を記載し

てほしい。 【防　府】

A ．傷病名漏れ即査定としないよう両審査委員会
にお願いするが、記載漏れのないレセプトを提出
するのが原則である。再審査結果の理由記載方法
( 現在、保険者申出分については記号による記載 )
の変更に関しては、診療報酬の支払日の変更をと
もなうため、審査連絡委員会等で検討する。

関連記事「医師会報」平成 10年 10 月 1日

社保国保審査委員合同協議会

No.2　はっきり判断できる摘要欄へのコメント
の省略について

　たとえば、Ⅰ型糖尿病の患者に対して注射針加

算を算定した場合、病名欄にⅠ型糖尿病とあって

も、摘要欄に「Ⅰ型糖尿病による注射針加算」と

いうコメントを注記いれるように求められてい

る。これは省略できないのか。 【厚狭郡】

A ．Ⅰ型糖尿病で一日概ね 4回以上自己注射が必
要な場合は 200 点加算できるが (その他の場合は
130 点 ) 、「診療報酬明細書の摘要欄に算定理由
を記載する」となっているため省略できない。

関連記事「医師会報」平成 14年 10 月 1日

社保国保審査委員合同協議会

No.3　閉院にともなう患者の紹介に対して算定
した診療情報提供料の減点について　

　当院は 3 月末で閉院している。

　閉院に際して患者（全部で 50 人程度）を希望

する医療機関に紹介し、すべてに診療情報提供料

を算定した。これに対して、保険者からクレーム

があり、すべて減点された。

　当院では、患者の便宜を図り、また、地域

の医療機関との連携を考えて対応したつもり

である。診療情報提供書も 50 人分それぞれの

患者の状態に合わせて丁寧に記載しており、こ

うした患者紹介に対して診療情報提供料が認め

られないというのは納得できないがいかがか。

【徳　山】

A　社保では算定可能としているが国保では算定
不可との判断。診療情報提供料の算定目的から考
えても算定可能と思われるが、次回の社保・国保
審査委員連絡委員会の議題とする。

No.4　眼科における特定疾患療養指導料の算定
について　

　一昨年来眼科では国保のみ、糖尿病性網膜症

に対する特定疾患療養指導料 ( 老人慢性疾患生活

指導料 ) 、特定疾患処方管理加算を「他院にて糖

尿病の指導あり」とのことで査定されていたが、

昨年の社保・国保審査委員連絡委員会 (H16.6.17

開催 ) で社保と同様な取扱いで算定が可能となっ

た。しかし、6 月の委員会でその取扱いは 8 月か

らということになったにも拘わらず、昨年秋まで

大量かつ高額な査定が行われた。県の眼科医会で

は国保に抗議文を出すとともに、遡って減点査定

分の復活を求めているが、今になっても何の反応

も見られないがいかがか。 【防　府】

A　国保及び県眼科医会に確認した結果、16 年
8 月診療分以降の査定はなく、再審査における
16 年 7月診療分以前の査定に対するクレームと、
減点の始まった時点に遡っての返金要請であるた
め、県医としてはこの件に関して対応する立場で
はない。個別に対応していただきたい。

関連記事「医師会報」平成 16年 8月 1日

社保国保審査委員連絡委員会

No.5　長期処方と特定疾患療養指導料について
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　長期処方が一般化しており、患者からの希望

が大変多くなっている。健保連などは一般向けの

TV 等で長期処方を推奨しているようで、患者か

ら長期処方を望む圧力が強い。医療には投薬をし

て服薬効果を見て治療方針が決まることも多く、

事情を説明しても患者側に理解させることが難し

い。また、短期間の生活指導と長期処方に対して

の生活指導などは大いに違いがあり、長期処方の

場合の特定疾患指導料は現行より引き上げるべき

である。 【防　府】

A　ご意見もっともで、中四医師会連合総会で何
度もこの問題が議題となり、日医を通じて厚労省
に改善を申し込んでいるが実現していない。今後
も継続して改善を要求していく。

No.6　在宅患者訪問点滴管理指導料について　
　在宅患者訪問点滴管理指導料が昨年の改定で新

設されたが、ほぼ急性期のみに算定が可能の点数

で実態としては大変使いにくい。在宅患者への直

近の診察に基づき、必要があって看護職員が点滴

等をする場合は、条件を満たさなくても最低限、

薬剤料の算定については認めること。また、炎暑

の時期には老人患者など食思不振から脱水状態に

陥る患者が多い。この場合は、急性期を過ぎても

点滴を希望する人も多く、これに対応するために

は在宅患者訪問点滴管理指導料の条件をもう少し

緩和してほしい。 【防　府】

A　現時点ではご指摘のように算定できない。こ
の件を含め、介護保険を利用しての訪問看護でも
算定できるよう、5月 29 日開催の中四医師会連
合総会に議題として提出している。

No.7　在総診算定時の在宅療養指導管理料につ
いて　

　少なくとも在宅酸素療法指導管理料は認める

べきである。なぜなら、ほぼすべての診療所は在

宅酸素に対して 10 万円近いレンタル料を業者に

払うわけだから、トータルすると在宅酸素療法を

することによって、しない場合より利益が大きく

減ってしまう。 【吉　南】

A　在総診算定時は、指導管理料・検査及び投薬
の費用は、所定点数に含まれるが、在宅療養指導
管理料の各区分の「注」に規定する加算は別途請
求できる。したがって、在総診の点数と酸素投与
に必要な加算点数を請求していただきたい。

No.8　塩酸バンコマイシンの内服投与について
　適応病名と投与期間の統一的見解はあるのか。

たとえば、MRSA 腸炎の場合は 7 日間、偽膜性

腸炎の場合は 14 日間など、統一見解があれば教

えていただきたい。 【下　松】

A　MRSA 腸炎・偽膜性腸炎とも投与期間は、原
則 14 日以内とされている。この範囲内でケース
バイケースとされたい。

関連記事「保険診療の手引き」平成 15年 2月改訂

第 9　保険診療にあたって (5)

No.9　インフルエンザ病名での処方について　
　“インフルエンザ”の病名で以下の薬を処方し

ても認められるか。

・PG 、PL 、PA などのいわゆる「かぜ薬」

・フスコデなどの「咳止め薬」

・イソジンガーグルなどの「うがい薬」

・小児へのホクナリンテープ、ホクナリンドライ

シロップ 【吉　南】

A　いわゆる「かぜ薬」、「咳止め薬」、「うがい薬」
の投与は問題ないが、気管支拡張剤 (175 円超の
場合 ) は 175 円ルールの「一過性の症状に対する
薬剤として傷病名に係らず認める範囲」の申し合
わせ薬剤に該当していないため「気管支炎」等の
病名が必要となる。

関連記事「医師会報」平成 15年 4月 11 日

社保国保審査委員連絡委員会

関連記事「医師会報」平成 14年 7月 21 日

社保国保審査委員連絡委員会【追記】

No.10　外用剤の処方量　
　外用剤の処方量に関して、少なくとも皮膚科標

榜医が行う場合は、処方量による査定をなくして
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いただきたい。

　現在 ( 平成 14 年度以来 ) 、内服薬の処方日数

は医師の判断に委ねられている。それにもかかわ

らず外用剤は一回処方量 100g までという従来の

目安で制限される査定が見受けられる。

　具体例として、尋常性乾癬に対し、オキサロー

ル軟膏は 1 日 10g まで処方できる薬剤であるが、

140g(14 日分 ) でも多すぎるとの指摘が社会保険

支払基金よりあった。尋常性乾癬は年余にわたる

疾患であり、ある程度安定していれば月 1 回の

診察でも差し支えないと考える。

　われわれ皮膚科医は、使用範囲や皮疹の経過・

外用剤の副作用も考え、外用剤の処方量を決定し

ている。画一的な上限 ( しかも処方日数に制限が

あった頃の古い基準 ) で判断されては困る。この

ことは外用ステロイド剤に関しても同様である。

【徳　山】

A　原則を設けておかないと法外な請求が出るこ
ともあるため、「原則 100g まで」とされているが、
ご質問のような症例も多々あると思われる。この
ような場合は、摘要欄に使用部位・使用範囲を注
記いただきたい。

関連記事「医師会報」平成 14年 7月 21 日

社保国保審査委員連絡委員会【追記】

No .11　TPA<t i s sue　p l a sm inogenn　
activator> について　

①肺動脈血栓塞栓症

②深部静脈血栓症

③末梢動脈血栓症

に対してやむを得ず使用した場合の保険適応につ

いてはいかがか。 【下　松】

A　②、③については算定不可。①については次
回の社保・国保審査委員連絡委員会の議題とする。

No.12　関節腔内注射の算定回数について　
　スベニールディスポを RA 患者の膝関節に注射

した。左は1月20日に開始し1月27日、2月3日・

10 日・17 日の 5 回で終了。右は 2 月 3 日開始

し 2 月 10 日・17・24 日と続けた。したがって

2 月施行回数は合計 7 回となるが 7 回すべてが

減点となった。この件について検討願いたい。(社

保レセプト ) 【長門市】

A　スベニールディスポは関節リウマチの膝関節
痛に適応が認められている。本例では減点の理由
は見当たらないので再審査請求をされたい。

No.13　脛骨高位骨切り術の点数請求について
　基本的に、脛骨高位骨切り術は、脛骨の骨切

り後、矯正角度で骨接合する手術であるが、腓

骨骨切り術もしなくてはならない術式である。

　これに対して、膝関節形成術 (26,500 点 ) を社

会保険 1 月診療分として支払基金に請求したと

ころ、骨切り術× 1(12,200 点 ) の点数に減額さ

れた。

　骨切り術の点数請求が正当化されるなら、腓骨

骨切り術も追加して、骨切り術× 2(12,200 点×

2) として承認されるべきである。

　また、脛骨は骨切り後矯正位に再骨接合する術

式であり、変形治癒骨折の矯正手術 (16,300 点 )

と同等の手術操作が必要である。したがって、本

来なら脛骨高位骨切り術は、脛骨の変形治癒骨

折の矯正手術 (16,300 点 ) と、腓骨の骨切り術

(12,200 点 ) を合わせ請求することが正しいと思

われるが、厳正なる協議をお願いしたい。

【長門市】

A　脛骨高位骨切り術は、骨切り術 ( 下腿骨、
12,200 点 ) で算定することとなっている。
　関節形成術は関節自体に侵襲操作が加えられ
た場合に算定根拠がある。変形治癒骨折矯正手術
の算定はあくまで骨折後の変形治癒にその適応が
ある。そのため、それぞれの点数設定がされてい
る。脛骨高位骨切り術で腓骨骨切り術も併施した
場合は 12,200 点× 2で請求されたい。その場合
はレセプトにその理由が解るように注記が必要と
なる。

No.14　腹部超音波検査の前処置薬について　
　腹部超音波検査の時の前処置薬を院外処方の患

者に院内で処方した場合に算定できるかどうか確
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認したところ、検査 (60) で算定するようにとい

う指示だったので、院内処方の患者についても検

査 (60) で算定したところ、当該月に検査が実施

できなかった。レセプトが返戻となった。

　以前、内服 (21) で算定した同じ例の場合、返

戻とはならなかった。

　これは、検査 (60) と内服 (21) のどちらで算定

するのか。 【厚狭郡】

A　検査 (60) での算定となる。また、当該月に検
査が実施できなかった場合は、その旨注記を要す
る。

関連記事「医師会報」平成 14年 3月 1日

社保国保審査委員連絡委員会【例・ルーチン検査】

No.15　HBs 抗体の測定基準について　
　ALT 、AST が上昇していており、肝機能障害

の原因検索のために HBs 抗原 HBs 抗体 HCV 抗

体の同時測定で HBs 抗体が査定された。

HBs 抗原のみで B 型肝炎を否定できないと思う

が、HBs 抗体の算定基準を示してほしい。

【下　松】

A　HBs 抗体検査は B型肝炎 ( 疑 ) またはウイル
ス性肝炎 ( 疑 ) の病名の場合に適応がある。単な
る肝機能障害では算定が認められていない。

関連記事「医師会報」平成 16年 10 月 1日

社保国保審査委員合同協議会

関連記事「医師会報」平成 12年 10 月 1日

社保国保審査委員合同協議会

No.16　HBs 抗体 ( 入院時検査 ) の算定について
　以前、山口県では入院時一般検査で HBs 抗体

が認められていたが、現在では認められていない。

B 型肝炎ウィルスについては潜在性感染がいわれ

ており、HBs 抗体保有者についても follow　up

の必要がある。今の医療水準から見れば従来どお

りの取扱いが妥当と考えられる。　　　【防　府】

A　No.15 の回答に準じて、HBs 抗体検査は入院
時一般検査としては認められていない。

関連記事「医師会報」平成 11年 3月 21 日

社保国保審査委員連絡委員会

関連記事・その他No.15 と同様

No.17　国保と社保の審査較差について
　国保と社保の審査較差がありすぎる。社保では

問題にならず、国保だけ問題になる事例が多いの

はなぜか。また、社保、国保ともにそれぞれ支払

基金及び国保連合会から正式に審査委員の氏名と

任期を明らかにしてほしい。 【防　府】

A　国保と社保の審査において、較差が見られる
ことは審査の公平性から見て好ましいこととは言
えないため、県医師会では、社保・国保審査委員
連絡委員会、審査委員合同協議会を開催して協議
を行い、較差是正に努めている。
　審査委員の氏名については、県医師会員名簿に
記載されている。また、任期は 2年となっている。

No.18　保険指導について　
　今年度から個別指導については県医師会は保

険指導医の推薦等に一切係わらなくなったという

ことであるが、改めて県医からの文書通知があっ

たということは、今後は行政主導で指導が行われ

て選定方法や指導内容にも変化があるということ

か。現状では複数のテーブルで個別指導が同時に

行われていることが多く、一人の立会人が複数の

個別指導に同時に立ち会えるわけはなく、改善し

てほしい。 【防　府】

A　今年度の行政との協議で、医師会役員は一切
指導医として就任できないとされ、その理由が「公
平性が保たれないため」とされたため、県医師会
としては今後指導医の推薦などに関わらないこと
とした。このことは文書にてお知らせしたとおり
である。
　今年度は昨年までの指導医の多くが留任してい
るため、指導内容については、これまでと変わり
ないと思われる。選定方法についてもこれまでど
おり選定委員会で行われることになっている。
　医師会役員が指導に関与できなくなった以上、
医師会としては指導時の立会いを強化していく予
定であり、県医師会、郡市医師会の役員を動員し
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て対応していくつもりである。

No.19　みなし指定について ( 介護保険 )
　通常、診療所は介護保険で「みなし指定」とな

る。当院は先代の院長が、いったん、取り消して

いたが、現在、再び当院でも介護保険 ( 居宅療養

管理指導のみ ) が必要となった。ところが、再認

定を受けるのに 0 からやり直さなくてはならな

い。同じ条件で診療所は成り立っているのだから、

簡易な方法を検討していただきたい。　【吉　南】

A　県介護保険室の回答によれば、厚生労働省に
確認したところ、「いったん指定を辞退した後に
再び指定を受けようとする場合は、介護保険法の
本則に立ち戻って必要書類を添付の上、指定申請
が必要である。指定申請の取扱いは全国一律に行
われるものであることから、ご要望の趣旨につい
ては機会をみて厚生労働省に伝えていきたい。」
との回答であった。
　　

No.20　退職者国保について
　受付で保険証確認を行い、国保の本人であった

ので、そのように請求したが、後日、保険者より

退職国保であるとして返戻された。保険者の事情

による場合 ( 国保→退職国保 ) は返戻でなく、保

険者の内部処理で行ってもらいたい。

( 数回、同様なことがあった ) 【吉　南】

A　このことについては、過去に何度も県医師会
より当局に申し入れている。平成 16 年度の医療
保険関係九者連絡協議会でも議題として出された
が、当局は「保険者は失効保険証の速やかな回収
に努めているし、被保険者教育も折に触れて行っ
ている。医療機関の協力もお願いしたい。保険者
間の調整は現在のところ不可能である」としてい
る。

No.21　1件当たりの医療費の平均値算出について
　各診療所の 1 件当たりの医療費が当該科の平

均値よりあるレベル以上に高いときは、その診療

所は個別指導を受けることになっている。そうで

あるならば、各科の 1 件当たりの医療費は、院

外処方をしている医療機関と院内処方をしている

医療機関とでは、当然ながら、後者のほうが高く

なるので、それぞれ 1 件当たりの医療費の平均

値を算出すべきである ( 最近、そうするようにな

ると承知しているが ) 。同様に、小児科では 3 歳

未満児の取り扱いについて、出来高払い制か包括

制かで、1 件当たりの医療費は異なるはずである。

したがって、以下の 4 通りについて、それぞれ

の 1 件当たりの医療費の平均値を算出すべきで

ある。

①院外処方＆出来高払い制

②院外処方＆包括制

③院内処方＆出来高払い制

④院内処方＆包括制  【宇部市】

A　現在のところ院内処方と院外処方の格差はつ
けているが、ご指摘のような細かい分類はしてい
ない。
　小児科ばかりでなく、他科においても包括点数
を採用しているところ ( 例えば、内科における生
活習慣病指導管理料など ) とそうでないところが
あり、細かく分けていけば極めて煩雑となり、必
ずしも公平な扱いになるかどうかは疑問である。
　また、高点数医療機関の中には、専門的な特
殊医療を行っているところもあるので県医師会で
は、高点数すなわち悪であるという考えには抵抗
している。選定にあたって、高点数であっても医
療機関の事情を十分に勘案するように当局に要望
している。

No.22　在宅末期医療総合診療料 ( 在医総 ) 等
の算定について

　国保のレセプト審査において、実地に医療を

行っている立場からすると納得できない症例があ

り、レセプト請求ができない状況に陥っている。

よろしく協議いただきたい。

(2 月診療分 )

　73 歳の末期胃癌患者。術後の癌再発・転移の

ため経口摂取ができない状態かつ病状の進行が著

しく、積極的な治療の適応がない状態と診断され

ていた。総合病院に入院し中心静脈栄養管理を受

けていたが、退院し在宅で終末期医療を行うため
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に当院に紹介となった。

　総合病院退院後は訪問診療を行いながら、在宅

にて中心静脈栄養管理 ( 注入ポンプ使用 ) 、癌性

疼痛管理を開始した。在宅生活の利便を図るため

( 入浴時や外出時の利便 ) 、中心静脈栄養用埋め

込み型カテーテル設置術を行った。

　その後、見る見る全身状態の悪化が生じ、ほぼ

毎日の訪問診療あるいは訪問看護が必要になった

ため、月の最終週から「在宅末期医療総合診療料

( 在医総 )」を算定した。

　以上のような経過で「在宅末期医療総合診療料

( 在医総 )」とあわせて、「在宅中心静脈栄養法指

導管理料」( 注入ポンプ加算、輸液セット加算を

含む ) 、「悪性腫瘍特異物質治療管理料」を算定

しレセプト請求した。ところがこれが返戻扱いと

なり、返戻付せんには「出来高と在医総が混在す

る場合、指導料等月 1 回のみの算定となる項目

は算定できません（判断料を除く）」との記載が

なされていた。

　悪性腫瘍末期患者を在宅にてケアしていく際、

経時的な状態悪化が生じるのは自明の理である。

病状の悪化のため「在宅末期医療総合診療料 ( 在

医総 )」を算定するのが妥当な病状になったとし

て、その時点までの医療行為は正当に評価されて

しかるべきである。経過中に初めて在医総を算定

した月には、在医総算定までの期間の医療行為の

算定が並存するのは当然である。現に「医科点数

表の解釈」平成 16 年 4 月版の「在宅末期医療総

合診療料」の解説、163 ページの (9) には「・・・

ただし、同一月において在宅末期医療総合診療料

が算定された日の前日までに算定された検体検査

判断料等については、別に算定できる。」との記

載がある。この記載は「検体検査判断料のみが算

定できる」という意味ではなく、検体検査判断料

等の「月あたりの算定となっているもの」であっ

ても別に算定できるということである。したがっ

て、本症例のような場合には、在医総算定以前

に行われた医療行為の評価として「在宅中心静脈

栄養法指導管理料」、「悪性腫瘍特異物質治療管理

料」ともに算定できると理解するのが妥当ではな

いか。

A　ご指摘のとおり、在医総は 1週間単位の算定
点数である。月の途中 ( 在医総算定初月 ) で在医
総算定をした場合、それ以前に行われた医療行為
について算定された「在宅中心静脈栄養法指導管
理料」、「悪性腫瘍特異物質治療管理料」について
は算定できる。


